
工場等の緑化届に関するフローチャート

START

お問い合わせ先

令和６年４月

①

工場立地法に基づく
届出について

問い合わせ・届出窓口
神戸市経済観光局工業課

②

県条例 118 条
（環境の保全と創造に関する条例）

に基づく届出について
問い合わせ窓口

兵庫県環境部　自然・鳥獣共生課

③

神戸市条例
（神戸市建築物等における環境配慮の

推進に関する条例）に基づく届出について
問い合わせ・届出窓口

078-984-0340
078-595-6556

078-362-3389
届出窓口

神戸市建設局公園部魅力創造課
078-595-6463

神戸市建築住宅局建築安全課指導係
（建築環境担当）

敷地面積 9,000㎡以上または
建築面積 3,000㎡以上

敷地面積 5,000㎡以上

市街化区域内で
敷地面積 1,000㎡以上

　はい

いいえ

いいえ

製造業、電気供給業、ガス供給業、
熱供給業に係る工場や事業所 　はい

工場立地法に
基づく届出①

公害の防止協定または
環境の保全に関する協定
を締結している

製造業、電気供給業、ガス供給業、
熱供給業に係る工場や事業所

新築・増改築にかかる部分の
建築面積が 1,000㎡以上の場合は

建築物緑化の届出必要です③

　はい　はい

県条例 118条
に基づく届出②

はい

いいえ

　はい

神戸市条例
に基づく届出③

建築面積 500㎡以上
　はい

届出不要

いいえ

いいえ
いいえ

神戸市条例
敷地緑化義務あり
届出不要

いいえ


